
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 △ 　 有

2 社外取締役 ○ 　 △ 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ △ 　 訂正・変更 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

6 社外監査役 ○ ○ 有

7 社外監査役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に新たな社外監査役の選任議案が付議されるため。

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

独 立 役 員 届 出 書

会社名 スズキ株式会社 コード 7269

提出日 2026/5/25 異動（予定）日 2026/6/25

福田 充宏

鬼頭 潤子

村松 奈緒美

異動内容
本人の
同意

堂道 秀明

江草 　俊

高橋 尚子

青山 朝子

番号 該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

　堂道秀明氏は、外務省、独立行政法人国際協力機構を経て、2016年10
月から2019年１月までホテルマネージメントインターナショナル株式会
社（HMIホテルグループ）に在籍していました。当社グループとHMIホテ
ルグループ傘下のグランドホテル浜松（現 浜松マリオットホテル）との
間には施設利用等の取引がありますが、それらは同ホテルがHMIホテルグ
ループ傘下となった2014年２月以前から続いているものです。また、当
社グループからHMIホテルグループへの年間支払額は、HMIホテルグルー
プの年間売上高及び当社グループの連結売上収益の１％未満でありま
す。

＜選任の理由＞
　堂道秀明氏は、外交官としての豊富な国際経験と世界情勢に関する高い見識を有す
るとともに、世界規模で環境・社会等の多様な課題に取り組まれてきました。これら
の経験や見識に基づき、当社の経営に対する有益な指摘、助言及び適切な監督をして
いただいています。また、人事・報酬等委員会の委員として、経営陣の人事や報酬体
系の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

　当社グループと江草俊氏が在籍していた株式会社東芝及びそのグルー
プ会社との間には自動車用電池の開発等の取引がありますが、当社グ
ループから東芝グループへの年間支払額は、東芝グループの連結売上高
及び当社グループの連結売上収益の１％未満であります。

＜選任の理由＞
　江草俊氏は、長年にわたってリチウムイオン電池の新規事業化と拡大に携わられ、
電池技術に関する高度な専門的知見を有するとともに、会社の取締役や業務執行役員
を歴任された経験も有しています。これらの経験や見識に基づき、当社の経営に対す
る有益な指摘、助言及び適切な監督をしていただいています。また、人事・報酬等委
員会の委員として、経営陣の人事や報酬体系の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

＜選任の理由＞
　高橋尚子氏は、目標の設定、目標必達に向けた日々の鍛錬と進捗管理、関係者との
信頼構築等を貫徹し、オリンピックのマラソン競技で金メダルを獲得されました。そ
の後は、自身が尽力するプロジェクトや独立行政法人国際協力機構のオフィシャルサ
ポーターとして貧困地域や環境汚染が進む地域等を訪れ、現状を確かめて自身にでき
ることを考えながら社会・環境課題に関わる活動に取り組まれてきました。これらの
経験や見識に基づき、当社の経営に対する有益な指摘、助言及び適切な監督をしてい
ただいています。また、人事・報酬等委員会の委員として、経営陣の人事や報酬体系
の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

　当社グループと青山朝子氏が在籍していた日本電気株式会社及びその
グループ会社との間には自動車用ソフトウェアの開発等の取引がありま
すが、当社グループから日本電気グループへの年間支払額は、日本電気
グループ及び当社グループの連結売上収益の１％未満であります。

　なお、当社グループと青山朝子氏が在籍しているTDK株式会社及びそ
のグループ会社との間に取引関係等はありません。

＜選任の理由＞
　青山朝子氏は、公認会計士としての会計監査や内部統制構築支援、外資系証券会社
でのM&Aアドバイザリー業務等を経て会社の最高財務責任者等を歴任されており、社
外取締役としての経験も有しています。これらの経験や見識に基づき、当社の経営に
対する有益な指摘・助言及び適切な監督をしていただいています。また、人事・報酬
等委員会の委員として、経営陣の人事や報酬体系の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
※６ 独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に

違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。

＜選任の理由＞
　村松奈緒美氏は、弁護士としての法律に関する専門的知識及び豊富な業務経験を通
じて培われた知見に加え、上場会社の社外取締役や社外監査役としての豊富な経験も
有しておられます。
　これらの知識、知見及び経験に基づき、内部統制システムについての指摘や監査体
制の一層の強化に貢献していただく等、社外監査役としての職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

　福田充宏氏が教授を務める国立大学法人静岡大学と当社との間には共
同研究開発等の取引がありますが、当社から国立大学法人静岡大学への
年間支払額は、国立大学法人静岡大学の年間総収入及び当社グループの
連結売上収益の１％未満であります。

＜選任の理由＞
　福田充宏氏は、工学博士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、取締役会等に
おいて積極的に意見を述べられています。また、人事・報酬等委員会のオブザーバー
としても経営陣の人事や報酬体系等の審議の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

＜選任の理由＞
　鬼頭潤子氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見に基づき、取締
役会等において積極的に意見を述べられています。また、人事・報酬等委員会のオブ
ザーバーとしても経営陣の人事や報酬体系等の審議の監督をしていただいています。
　これらの役割をはじめ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しました。

＜独立役員に指定した理由＞
　東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。

＜社外役員の独立性基準＞
　当社は、社外取締役及び社外監査役については、以下に該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」といいます。）の関係者
　（１）社外取締役については、現在又は過去において、当社グループの業務執行者（注１）である者、又はあった者
　（２）社外監査役については、現在又は過去において、当社グループの取締役、執行役員又は使用人である者、又はあった者
　（３）当社グループの現在の取締役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族
２．取引先、大株主等の関係者
　（１）次のいずれかの業務執行者である者
　　　　① 当社グループを主要な取引先とする企業（注２）
　　　　② 当社グループの主要な取引先（注３）
　　　　③ 当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主
　　　　④ 当社グループが総議決権の10％以上の議決権を保有する企業
　（２）現在又は過去５年間に、当社グループの会計監査人の代表社員又は社員である者、又はあった者
　（３）当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を受けている者（注４）
　（４）当社グループから多額の寄付を受けている者（注５）
　（５）上記（１）から（４）に該当する者の配偶者又は二親等内の親族
　　　（注１）業務執行者：
　　　　　　　業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人
　　　（注２）当社グループを主要な取引先とする企業：
　　　　　　　過去３年のいずれかの事業年度において、取引先グループの直前事業年度の連結売上高（又はこれに相当する金額）の２％以上の支払いを
　　　　　　　当社グループから受けている取引先グループに属する企業
　　　（注３）当社グループの主要な取引先：
　　　　　　　過去３年のいずれかの事業年度において、当社グループの直前事業年度の連結売上収益の２％以上の支払いや連結資産合計の２％以上の融資を
　　　　　　　当社グループに行っている取引先グループに属する企業
　　　（注４）多額の報酬を受けている者：
　　　　　　　過去３年のいずれかの事業年度において、
　　　　　　　・個人として、役員報酬以外に年1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント、法律、会計等の専門家
　　　　　　　・年間総収入の２％以上の報酬を受けている団体に所属するコンサルタント、法律、会計等の専門家
　　　（注５）多額の寄付を受けている者：
　　　　　　　過去３年のいずれかの事業年度において、
　　　　　　　・個人として年1,000万円以上の寄付を受けている者
　　　　　　　・年間総収入の２％以上の寄付を受けている団体に所属し、寄付の目的となる活動を運営する者


